
動物の輸出入検疫速報（平成23年10月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 339 -
　豚 85 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 16 -

　馬 360 13

　その他の馬科 - -

　兎 1,284 15

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 22,469 -

　初生ひな（その他） 5,595 -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 13,532

　犬 546 532
　猫 138 139
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 515

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　※：家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,530,599 526,194 129,179 73,187 61,996 - 2,321,155

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

43,287,942 82,125,683 1,387,972 9,006 11,680 - 556,680

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,217,241 - 291,269 9,106 1,334,305 2,516,497 160,884

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

17 425,360 3,196 36,123,865 - 1,246,655 6,086,667

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

34,942,993 3,613,170 215,350,187

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

68,772 35,601 332 - - - 106,088

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管等

1,919,738 107,444 353,213 1,728,639 1,689 - 253,313

加熱処理その他
の家禽臓器

計

- 4,574,829

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

477,114 409,522 29 886,665

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

3,173,445 92,377 130,090 - 23,445 3 93,672

兎皮 犬皮 その他の皮 計

22,250 - - 3,535,282

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 4,622 590 15,884 - 15,901 9,886

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

9,580 409,113 - 2,900 468,475

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

129,376 152 - 300 129,828

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

40,680 168 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,580,180 - 116,290 17,696,470

総計

244,962,890

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成23年10月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （単位：Kg）

皮類

毛類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

骨類

肉類

その他
畜産物

わら類

ミール類

臓器類

卵類

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理
　　施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家禽肉由来のものは含まない。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

- - - - - - -

その他の骨 計

- 0

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

42,551 37,310 - - - - 356

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

2,169 202 - - 1,106,528 - 14,925

計

1,204,040

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- - - 12 27,840 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 27,852

殻付卵 液卵 その他の卵 計

49,043 1,490 1,069  51,602

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

678,807 6,096,787 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,775,594

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - 106 - - 0

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 10,791 - 8,081 18,978

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 162,000 162,000

総計

8,240,066

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

　輸出畜産物検疫数量速報（平成23年10月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：

骨類

肉類

臓器類

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類


